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資料５ 



１. 「国家戦略特区における規制改革事項の検討方針」に掲げら 
  れた規制改革事項等の活用 

国家戦略特区（千葉県成田市） 海 外 
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医学部の新設 

医学部付属病院 
(病床規制の緩和) 

トレーニング 
センター 

製薬会社 
医療機器 
メーカー 

海外医療従事者 

医学部（海外） 

病院（海外） 

トレーニング 
センター 

（海 外） 

産学共同開発 

研修 

産学共同開発 

産学連携 

輸 出 

医療援助 

人材育成 

交 流 

人材受入 



（1）農地転用許可等の権限移譲 

２. 今後、追加に向け検討すべき規制改革事項等 
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 千葉県成田市において、区域計画で規定された事業においては、農地転用にかかる許可権限を農水大臣/千葉県
知事から成田市に移譲するとともに、農振除外のため成田市が「農用地利用計画」を変更する場合、千葉県知事
との協議を省略化することについて検討する。 

（２）特定業務に従事する者の在留資格の発給要件又は技能実習制度の対象職種の緩和 

①航空会社スタッフ、キャビンクルー、グランドハンドリングスタッフ、ホテルスタッフ等、航空･観光・物流業
務に対して、在留資格の発給要件又は技能実習制度の対象職種の緩和について検討する。これらの業務に従事す
る外国人については、「企業内転勤」の対象拡大、帯同する家族への就労労働制限時間の撤廃等についても検討
する。 
②慢性的な介護人材不足に対応し、介護を理由に働けない女性の社会進出を促すため、介護福祉士資格を取得又
は取得を目指す留学生や外国の介護福祉資格者の就労を認めるなど、外国人の介護人材の活用について検討する。 

  

（４）その他 

・保税展示場について、複数の博覧会等をまたがって長期間にわたった包括的な許可を取得できるようにすると
ともに、展示場等の施設管理者を保税展示場の申請（許可対象）主体とすること等について検討する。 
・成田空港をトランジット利用する外国人に対し、最先便でなくてもショアパスを発給するよう運用を改善する
ことについて検討する。 
 

（３）輸出手続きのワンストップ化の実現（卸売市場の農産物輸出拠点化） 

 公設卸売市場を農産品等の輸出拠点とするために、輸出食品等の産地証明の発行及び放射線物質の測定結果に
関する証明等に係る権限を市に移譲するとともに、税関職員の派遣費用を無償とすることにより、通関・検疫等
の輸出手続きのワンストップ化を促進することについて検討する。 
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成田国際空港と都市との融合により、世界最先端の産業に触れ、 
洗練されたレジャー・文化を堪能できる世界の結節点 

成田国際空港 

従来のエアポートの境界 

都市がターミナル機能を
持つことによる 

エアポートの境界の拡大 

    主な規制改革事項 

大規模MICE施設の整備 

 世界標準（10万㎡以上）の国際展示場等大規
模MICE施設の設置 

 医療、農業、先端技術等の展示会・会議の開
催 施設管理者による保税展示場の 

長期包括許可の取得 等 

航空・観光ビジネス拠点の強化 

在留許可基準の緩和 

先端実証産業の集積（企業誘致） 

 植物工場等の誘致 
 先端技術を用いた新たな物流ビジネ

ス実証 
 環境ビジネス（水素エネルギー等） 

税制優遇・技術導入ルールの設定 

空港との連携強化 

 市内店舗での免税販売 
 宿泊施設の設置 
 MICE参加者向けファース

トレーン等の設置 

 航空・観光産業における外国人人材の活用 
 航空・観光人材の育成 

研修・技能実習制度の緩和 

訪日外国人の来訪促進 

 トランジットツアーの実施 
 観光産業における外国人人材

の活用 ビザ・ショアパスの緩和 

卸売市場の農産物輸出拠点化 

 卸売市場での検疫、通関等の
輸出手続の一元的実施 

 卸売市場でのコンテナ混載 

国際物流拠点の整備（自由貿易地域） 

 保税展示場、保税蔵置
場、保税工場等の誘致 

人の移動の 
円滑化 

モノの移動
の 

円滑化 

土地利用規制の緩和 
（農地転用、農振除外、都市計画等） 

税制優遇 

原産地証明等の発行権限移譲 

税関職員の派遣費用の免除 

スポーツツーリズムの推進 
 国際大会・全国大会の誘致 
 スポーツ施設の整備、合宿の誘致 

エアポートシティの実現を目指して 

※参画予定事業者 
 成田国際空港(株)、日本航空、全日本空輸、ｼﾞｪｯﾄｽﾀｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ、ﾊﾞﾆﾗ･ｴｱ 等 

国際医療学園都市構想との連携 

 医学部の新設 
 トレーニングセンターの設置 
 医療産業の集積 

病床規制に係る医療法の特例 医学部の新設の解禁 
保険外併用療養の拡充 

 病院の新設 
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